
【Teacher’s Copilot オプション利用規約】 

 

この利用規約（以下「本規約」といいます。）は、株式会社デジタル・ナレッジ（以下「当

社」といいます。）が使用許諾するソフトウェア「KnowledgeDeliver」により提供するサー

ビス、または当社が提供する「ナレッジデリ」サービス（以下、両者を「本サービス」と総

称します。）に付随して提供する学習内容補完用オプション「Teacher’s Copilot オプション」

（以下「本オプション」といいます。）の利用に関する諸条件を規定するものです。 

 

第１条 （用語の定義） 

本規約で使用する用語の意味は、次の通りとします。 

（１）契約者 

本規約に基づき本オプションを利用する申込みをし、当社がそれを承諾した方を

指します。 

（２）エンドユーザ 

契約者本人を含む、本オプションによるアウトプットを直接的・間接的に関わら

ず利用する全ての方を指します。 

（３）アウトプット 

契約者が本オプションを操作し人工知能に入力・指示を与えた結果、本オプショ

ンから生成された文字列等の情報を指します。 

（４）利用契約 

本規約に基づく本オプションの利用を含めて、契約者と当社との間で締結され

る本サービスの利用に関する契約を指します。 

 

第２条 （本規約の運用） 

１． 本規約は、当社と契約者との間の、本オプションの利用に関わる一切の関係について

適用されるものとします。 

２． 契約者は、本規約と併せ、本オプションに使用されているソフトウェアに係る

OpenRouter 社が提示する利用規約等を遵守して本オプションを利用するものとしま

す。ただし、本規約と当該 OpenRouter社が提示する利用規約等との間に矛盾・抵触

が生じた場合は、利用契約との関係では本規約が定める内容が優先して適用されま

す。 

３． 契約者は、当社が本規約のほかに本オプションに関する利用条件を別途提示した場

合は、それらの利用条件にしたがって本オプションを利用するものとします。 

４． 当社は、本規約を変更する必要が生じた場合には、民法第 548条の４（定型約款の変

更）に基づき本規約を変更することができるものとします。 

５． 当社は、前項の規定により本規約を変更する場合は、本規約を変更する旨、変更後の



本規約の内容及び変更の効力発生日を当社のホームページへの掲載など適切な方法

にて事前に告知するものとします。本規約変更後の本オプションの継続利用を以て、

契約者は本規約の変更を了承したものとします。 

 

第３条 （本オプションの利用） 

１． 本オプションは、本規約に同意しその旨を別紙「Teacher’s Copilot オプション利用申

込書」に記入の上、利用契約を締結した契約者が管理者として利用できるものとしま

す。 

２． 契約者は、当社の書面による事前の承諾なしに、本オプションを利用する権利を第三

者に譲渡、承継、担保設定その他の処分又は再許諾できないものとします。 

 

第４条 （利用料金及び支払い） 

１． 契約者は、当社が別途定める本オプションの利用料金をこれにかかる消費税相当額

と併せ、当社所定の方法により当社に支払うものとします。 

２． 本オプションの利用料金は、本規約で明示的に規定する場合を除き、返金されませ

ん。 

３． 本オプションの利用料金が支払期日までに支払われなかった場合、当社は、本オプシ

ョンの提供を直ちに中止することができるものとします。当社は、この措置により契

約者、エンドユーザ及び第三者に発生したいかなる損害についても、一切の責任を負

いません。ただし、エンドユーザが消費者契約法に定める消費者の場合、当社の故意

又は過失によってエンドユーザに生じた損害についてはこの限りではありません。 

 

第５条 （契約者による本オプションの利用中止） 

契約者は、本オプションの利用中止を希望する月の前々月末日までに別途当社の定め

る方法で当社に通知することにより本オプションの利用を中止することができるものと

します。  

 

第６条 （本オプションのやむを得ない理由による停止、中止） 

１． 当社は、天災、事変、その他の非常事態が発生した場合、又は発生するおそれがある

場合、本サービスに係るシステムの保守を定期的に又は緊急に行う必要がある場合、

OpenRouter 社が法律又はセキュリティリスク等の理由により本オプションに使用さ

れている OpenRouter社のサービスへのアクセスを停止した場合、その他やむを得な

い事由が生じた場合は、契約者に通知することなく、契約者に対する本オプションの

提供の全部又は一部を停止又は中止する措置をとることができるものとします。 

２． 当社は、前項に基づく本オプションの提供の停止又は中止によって生じた契約者、エ

ンドユーザ及び第三者の損害については、一切責任を負わないものとします。ただ



し、エンドユーザが消費者契約法に定める消費者の場合、当社の故意又は過失によっ

てエンドユーザに生じた損害についてはこの限りではありません。 

 

第７条 （本オプションの変更、追加、廃止） 

１． 当社は、法令等の制定・改正等を含め、理由の如何を問わず、契約者に事前の通知を

することなく、本オプションの内容の全部又は一部の変更、追加又は廃止をすること

ができるものとします。ただし、本オプションの全ての廃止等重大な変更を行う場合

には、当社が適切と判断する方法で、契約者に事前にその旨を通知するものとします。 

２．当社は、前項に基づく本オプションの内容の変更、追加又は廃止によって生じた契約

者、エンドユーザ及び第三者の損害については、一切責任を負わないものとします。

ただし、エンドユーザが消費者契約法に定める消費者の場合、当社の故意又は過失に

よってエンドユーザに生じた損害についてはこの限りではありません。 

 

第８条 （利用場所） 

本オプションの利用場所は日本国内に限るものとします。 

 

第９条 （個人情報の保護） 

当社の個人情報保護（個人情報とは、個人情報の保護に関する法律第２条第１項に定め

るものをいいます。以下同じです。）についての基本方針は、別に定める「個人情報保護

方針」及び「個人情報の取扱いについて」によるものとします。 

 

第１０条 （本オプションに係る著作権等） 

１． 当社が本オプションにおいて契約者に提供するソフトウェア及びソフトウェアに付

属するマニュアル等関連書類の著作権その他一切の知的財産権は当社に帰属します。 

２． 契約者は、当社が保有するサーバ上の契約者によるアクセスログ等を、当社が契約者

への報告、サービスの改善等を目的に使用することを承諾するものとします。 

 

第１１条 （本オプションの利用及びアウトプットに係る権利・責任等） 

１． 契約者の操作により生成されたアウトプットは、契約者に帰属するものとします。た

だし、契約者は、当社がアウトプットを契約者への報告、サービスの改善等を目的に

使用することを承諾するものとします。 

２． 契約者は、契約者が本サービスにおいて作成した学習コンテンツ中の情報が、本オプ

ションの利用に際し、本オプションに使用されているサービスに係る OpenRouter社

に共有されることを承諾するものとします。なお、これらの共有された情報は人工知

能の学習には使用されません。 

３． 契約者は、生成的人工知能を用いる本オプションの特性上、他人が本オプション等を



用いて生成したアウトプットその他の成果物が契約者のアウトプットと類似する場

合があることに同意した上で、本オプションを利用するものとします。 

４． 契約者は、本オプションによるアウトプット生成の素材となる学習コンテンツ中の

情報に関し、自らが著作権その他の権利を有するデータ等、又は著作権者その他の権

利者の利用許諾を得たデータ等のみを用いるものとします。 

５． 商用利用を含め、アウトプットの利用に係る責任はすべて契約者が負うものとしま

す。 

６． 契約者は、本オプションの利用により、エンドユーザが作成し著作権を持つ記述レポ

ートの内容が、本オプションに使用されているサービスに係る OpenRouter社に共有

され、人工知能がその記述レポートを分析し評価することについて、エンドユーザに

告知し承諾を得るものとします。なお、記述レポートの内容は人工知能の学習には使

用されません。 

７． 前各項への違反等により、契約者、エンドユーザ及び第三者に損害が生じた場合、そ

の損害については、当社は一切責任を負わないものとします。ただし、エンドユーザ

が消費者契約法に定める消費者の場合、当社の故意又は過失によってエンドユーザ

に生じた損害についてはこの限りではありません。 

 

第１２条 （禁止事項） 

１． 契約者は、本オプションの利用において、次の各号に該当する行為をしてはならない

ものとします。 

（１）詐欺行為、その他犯罪に結びつく行為 

（２）他人（当社及び本オプションに使用するソフトウェアの権利者を含みますが、こ

れらに限られません。以下同じ。）の著作権、著作者人格権、商標権等の知的財

産権を侵害する行為 

（３）他人の肖像権、プライバシーを侵害する行為 

（４）他人を誹謗中傷し、又は、名誉もしくは信用を傷つける行為 

（５）その他、他人の権利・財産を侵害する行為 

（６）当社のサービス業務の運営・維持に支障を与える行為 

（７）他人になりすまして情報を送信又表示する行為 

（８）他人の登録メールアドレス又はパスワード等を使用する行為 

（９）当社の承諾なく、同種又は類似の業務を行う行為 

（10）本規約の条項に違反する行為 

（11）反社会的勢力等に対する利益供与その他の協力行為 

（12）その他、法令もしくは公序良俗に違反する行為、又は他人に不利益を与える行為 

（13）不正アクセスに当たる行為、又はそれを助長し、もしくはそれに結び付く行為 

（14）本オプションの誤作動を誘引する行為 



（15）本オプションのバグを利用し、又は、当社が通常意図しない効果を及ぼす外部ツ

ールの利用、作成、又は頒布に当たる行為 

（16）サーバに過度の負担を及ぼす等、本オプションの運営を不当に妨害し、当社に不

利益を与える行為 

（17）コンピュータウィルス等の有害なプログラムを、本オプションに関連して使用し、

又は提供する行為 

（18）方法の如何を問わず、本オプションのコピー、又は目的外使用をする行為 

（19）本オプション及び本オプションに使用されている OpenRouter社のサービスに対

する修正、変更、改変、解析、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆

アセンブル、妨害または不正アクセス等の行為 

（20）アウトプットを人間が作成したものと表示して、又はそのような誤解が生じるお

それのある態様にて、利用する行為 

（21）本オプションによるアウトプット生成の素材として、個人情報、プライバシーに

関する情報、非公開情報その他本オプションの利用に関し第三者の権利又は利

益を侵害し又は侵害するおそれのある情報を用いる行為 

（22）未成年者に、親権者の同意なしに本オプションの使用を許可する行為 

（23）アウトプットを、本オプションに使用されている OpenRouter社のサービスが用

いる人工知能モデルと競合する又は競合するおそれのある人工知能モデルの開

発、学習等に利用する行為 

（24）前各号のいずれかに該当するおそれのある行為 

２． 契約者が前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合、当社は、契約者への事前

通知及び承諾なしに本オプションの提供を停止することができるものとします。ま

た、契約者が前項各号に該当する行為を行ったことで第三者ないし当社が損害（弁護

士費用を含みます。）を被った場合には、契約者はかかる損害の全てを賠償するもの

とします。 

 

第１３条 （情報の削除） 

１． 当社は、契約者が本オプションを利用して登録又は提供した情報、及びアウトプット

が以下の各号に該当すると判断した場合、契約者に通知するとともに、当該情報及び

アウトプットを削除することができるものとします。 

（１）前条第１項各号の禁止行為に該当する場合 

（２）本オプションの保守管理上必要であると当社が判断した場合 

（３）その他、当社が必要であると判断した場合 

２． 前項の規定にかかわらず、当社は、情報の削除義務を負うものではありません。 

３． 当社は、本条の規定に従い情報を削除したこと、又は情報を削除しなかったことによ

り契約者、エンドユーザ、もしくは第三者に発生した損害について一切責任を負わな



いものとします。ただし、エンドユーザが消費者契約法に定める消費者の場合、当社

の故意又は過失によってエンドユーザに生じた損害についてはこの限りではありま

せん。また、契約者は、当該削除したこと、又は当該削除しなかったことにより当社

が受けた損害を補償するものとします。 

 

 

第１４条 （無保証と当社の免責） 

１． 当社が提供する本オプションの内容は、当社がその時点で合理的に提供可能なもの

に限定され、当社は、本オプションの継続性、通信の完全性及び確実性を含む信頼性、

利用するファイルの適合性、セキュリティ保護性、データ保護性、無エラー性、無ウ

イルス性、不具合修正の確約、品質満足度並びに契約者又はエンドユーザの特定目的

への適合性を含むいかなる類の保証も行うものではありません。 

２． 当社は、本オプションに中断、速度低下、障害又は停止がないことを保証するもので

はありません。 

３． 当社は、アウトプットの正確性、完全性、信頼性について、品質満足度及び契約者又

はエンドユーザの特定目的への適合性を含むいかなる類の保証も行わず、またアウ

トプットに含まれるいかなる不作為又はエラーについて、一切の責任を負いません。

契約者は、本サービスにおけるアウトプットの使用について、自らの責任においてア

ウトプットの内容を確認した上で使用するものとします。 

４． 契約者は前各項を承諾し、本オプションの利用に係る一切の損害に対し、当社に損害

賠償を請求しないことを承諾するものとします。 

 

第１５条 （設備の修理又は復旧） 

１． 本オプションの利用中に、契約者が本オプションに障害を発見したときは、契約者は

自身の設備に故障がないことを確認の上、直ちに当社にその旨を連絡するものとし

ます。 

２． 本オプションに障害が生じたことを当社が確認したときは、当社は遅滞なく本オプ

ションを復旧させるものとします。  

 

第１６条 （サポート） 

 本オプションに関して当社が契約者に提供するサポートの方法、対応時間、範囲など本

規約に定めのない事項については、本サービスの契約条件に準ずるものとします。 

 

第１７条 （秘密保持） 

契約者は、相手方の書面による事前の承諾なくして、本オプションの利用に関連して知

り得た相手方固有の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に開示、漏洩しないもの



とします。なお、秘密情報を相手方に開示する場合には、秘密である旨の表示をするもの

とします。ただし、次の各号に該当する情報については、秘密情報から除くものとします。 

（１）開示の時点ですでに公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者（以下「受

領者」といいます。）の責によらずして公知となったもの 

（２）受領者が第三者から秘密保持責務を負うことなく正当に入手したもの 

（３）開示の時点で受領者がすでに保有しているもの 

（４）開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの 

 

第１８条 （紛争解決） 

契約者の本オプションの利用に関し、エンドユーザ、又は他の第三者から、当社に対し

て何らかの請求がなされ、又は訴えが起こされる等の紛争が生じた場合、契約者は、自己

の責任と費用負担で当該紛争を処理解決するものとし、当該紛争に起因して当社が受け

た損害及び弁護士費用を補償するものとします。 

 

第１９条 （協議） 

本規約に定めのない事項については、当社と契約者の間で誠意をもって協議し解決を

図るものとします。  

 

第２０条 （合意管轄） 

本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審専属合意管轄裁判所としま

す。  

 

付則 

１. 2024年 9月 27日 制定 

２. 2026年 2月 12日 更新 

 

株式会社デジタル・ナレッジ 


